
あて先　　基山町長　様

アパート名など

佐賀県三養基郡基山町　　　　　　　　　番地

アパート名など

性別

男・女

大・昭・平
令・西暦 　　年　　月　　日

男・女

男・女
　　年　　月　　日

大・昭・平
令・西暦 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

有・無

有・無

続柄
住基ｶｰﾄﾞ
の有無

有・無

番
号

住民票コード
生年月日

1

フリガナ
異動者氏名

　　年　　月　　日
大・昭・平
令・西暦

2

3

4

5

男・女

大・昭・平
令・西暦

大・昭・平
令・西暦

男・女

市
郡

届出人

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

住所

新

転出の種類

□　通常の転出

住所

昼間連絡
のとれる
電話番号

転出証明書等を郵送します。

旧

世
帯
主

旧

□　特例による転出

異動年月日 令和　　　年　　　月　　　日

都道
府県 新

転入先で、住民基本台帳カードまたは個人番号カードを使用した

転入ができます。転出証明書は発行しません。

郵送申請による転出届及び転出届の特例届

令和　　　年　　　月　　　日

有・無

有・無

 

○郵便等による転出届の場合 
 ・届出人の本人確認のため、本人確認書類（個人番号カード、運転免許証、保険証等）の 
  コピーを同封してください。健康保険証の写しを同封いただく場合は、保険者番号と 
  被保険者記号・番号等は予めマスキング処理（黒で塗りつぶし）をお願いします。 

 ・転出証明書を送付するための返信用封筒（宛先記入及び切手貼付済）を同封してください。 
  （送付先は、新住所地又は旧住所地のどちらかとなります。） 

○「特例による転出」の場合 
 ・異動者の中に住民基本台帳カードまたは個人番号カードをお持ちの方がいない場合、 
  特例による転出はできません。 

 ・異動日から１４日以内に「特例による転入届」が必要です。（転出証明書は不要） 
  その際には、必ず住民基本台帳カードまたは個人番号カードを持参してください。 
  （カードが一時停止の場合は特例による転入届ができませんのでご注意ください） 

 ・１４日を過ぎての転入の手続きには、転出証明書が必要な場合がありますので、ご注意くだ 
  さい。 

 
※ 国民健康保険、各種医療、国民年金、介護保険、税関係、保育所、小中学校の手続き等、 
  別途基山町役場の窓口に来庁が必要な場合もあります。 
 


